
 
「漁港市場整備に係る補助金返還について」に係る 

国家戦略特区ワーキンググループからの指摘・確認事項（回答） 

 

平成28年1月26日 

農 林 水 産 省 

 

以下の指摘・確認事項について、回答いたします。 

 

（指摘・確認事項） 

１．補助金の返還に係る基準について、「社会経済情勢の変化への対応」（「産業構造の変

化」「自己の責に帰さない」）の判断基準を具体的かつ明確に提示すること。 

 

２．また、その判断基準に適合する（しない）と判断した具体の事例を示すこと。 

 

（指摘・確認事項に対する回答） 

１．農林水産省の「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基

準について」（平成 20 年 5 月 23 日農林水産省大臣官房経理課長通知）は、平成 19 年

11 月 16 日の地方分権改革推進委員会「中間的な取りまとめ」を踏まえたものであるこ

とから、その趣旨を踏まえ、地域の創意工夫の尊重を第一としつつ、補助目的の達成や

補助対象財産の適正な使用にも留意して運用することが求められる。【参考資料１「中

間的な取りまとめ」添付】 

「近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化」

自体は様々なケースが想定されることから、あらかじめ規定することは困難であるが、

一方で、補助目的の達成や補助対象財産の適正な使用の確保の観点からは、補助金を返

還させないことについて国民（納税者）の理解が得られるよう、事業者に帰責できない

状況変化であることが求められる。 

以上を整理すると、「過去（補助事業導入時）と現時点（補助金返還等に関する判断

時）との間の社会経済情勢の変化が、事業者として見通し難く、かつ、対応し難いもの

として生じており、これへの対応を図るためであること」を具体的な判断基準とするこ

とが適当と考えているところ。 

加えて、同基準が地域の創意工夫を尊重するために制定されたとの経緯を踏まえると、

「取壊し等の後の跡地が、社会経済情勢の変化から生ずる当該地域の課題の解決を図る

ために活用されるものとなっている」のであれば、それも判断材料として加味すること

が適当と考えているところ。 

 

２．これまでの運用を踏まえると、具体的には、次のケースにおいて補助金返還免除が承

認されている。これらは、いずれも１の考え方に沿っているところ。【参考資料２添付】 

 ① 技術開発の急速な進展によって補助事業導入時の技術が陳腐化し、代替技術での対

応が合理的となったケース 

 ② 補助事業導入後に発生した災害を契機として耐震基準の改定が行われ、現行施設の

維持が困難となったケース 

 ③ 財政の急速な悪化により地方公共団体全体の行財政改革が行われる中で、当該施設

の廃止が提言されたケース 

 ④ 事業者として見通し難く、かつ、対応し難い状況変化を踏まえて、より上位・広範

な内容を定めた計画が策定される中で、取壊し後の跡地について地域活性化等の観

点から活用されるべきことが位置づけられたケース 



○ 「中間的な取りまとめ」 地方分権改革推進委員会 平成19年11月16日 （抄）

５ 税財政

（４）国庫補助負担金改革

② 補助対象財産の転用等

国庫補助事業等の補助対象財産の財産処分（補助目的外への転用、譲渡、取壊し等）に

対する制限をめぐっては、これまでの審議過程において、地方からさまざまな支障事例が

示されるなど、改善を求める声は強い。

補助金適正化法は、補助対象財産について処分制限期間（注）を経過していない場合で

も、各府省の長の承認がある場合には財産処分を容認しており、これにもとづいて承認基

準の弾力化や手続の簡素化が進められてきている。

しかしながら、当委員会の調査結果によると、事後の報告・届出等をもって承認があった

ものとみなす取扱いの適用にばらつきがあり、また、転用・譲渡等における用途や相手先

が強く制限されるなど、措置状況は十分とはいえない。

（注）処分制限期間を経過すると、国の承認の有無にかかわらず、財産処分が可能となる。

経済社会情勢の変化や地域活性化の観点等を踏まえた地域の創意工夫に対応するため、

また既存ストックの効率的な活用のためにも、財産処分に対する制限は、補助目的の達成

や補助対象財産の適正な使用を確保するうえで必要最小限にとどめるように改め、また、

手続の簡素化をはかるべきである。このため、以下の措置を講じる必要がある。

ア 各府省においては、以下を前提として、財産処分の承認基準をできるだけ具体的で分

かりやすい形で定めるとともに、地方自治体及び地方支分部局に対する周知・情報提供

を確実に実施すべきである。

・ 一定期間（注）経過後の財産処分については、事後の届出・報告等をもって国の承

認があったものとみなし、国庫納付を求めないことを原則とする。

その際、転用・譲渡等における用途や相手先については、差別的な取扱いをしない

ことを原則とする。

なお、補助目的の達成や補助対象財産の適正な使用を確保する観点から、有償の譲

渡・貸付の場合や、国庫補助金等を受けて同種施設を整備する場合には国庫納付を求

めるなど、必要最小限の条件を付すことができるものとする。

（注）前述の調査結果によると、10 年、処分制限期間等の５分の１といった期間

を定めている例が見られる。

・ 一定期間経過前であっても、災害による財産の損壊等、補助事業者の責に帰するこ

とのできない事由による財産処分や、市町村合併、地域再生といった施策に伴う統廃

合等の財産処分については、特に十分配慮する。

イ 各府省が定める処分制限期間についても、補助目的を十分に勘案し、さらなる短縮化

を検討すべきである。
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